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      地方自治法第１８０条第１項の規定により指定された損害賠償額の決定の専 

決処分をしたことの報告について 

 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１８０条第１項の規定により指定され

た損害賠償額の決定について、下記のとおり専決処分をしたので、同条第２項の規

定により報告する。 

記 

番

号 
相 手 概  要 

賠 償 金 額 

専 決 処 分 日 

１ 

渋谷区道玄坂

二丁目所在 

法人 

事故日：平成３０年５月２２日 

場 所：杉並区阿佐谷南三丁目 

 

・清掃車と相手方車両がすれ違う

際、相手方車両は、清掃車を通過

させようと道の端に寄せ停車し、

清掃車はその脇を通り過ぎようと

した際、接触してしまい、相手方

車両に損傷を与えた。 

（環境部） 

４６，０９２円 

令和元年６月１１日 

２ 

板橋区蓮根 

三丁目所在 

法人 

事故日：令和元年５月２９日 

場 所：杉並区阿佐谷南二丁目 

 

・コインパーキング内の駐車区画に

駐車するため、前向きで車を進入

した際、アクセルを強く踏みすぎ

てしまい、前方のガードパイプに

追突し、ガードパイプ及び基礎部

分を破損させた。 

         （都市整備部） 

８５，３２０円 

令和元年７月３日 



３ 

杉並区和泉 

二丁目所在 

法人 

事故日：平成３１年３月２０日 

場 所：杉並区和泉二丁目 

 

・可燃ごみ収集作業中、マンション

の集積所にて、ごみが積み上げら

れていた下に雨樋があることに気

付かず誤って踏み、雨樋を破損さ

せた。 

 

           （環境部） 

４９，６８０円 

平成３１年４月２２日 

４ 

杉並区宮前 

一丁目所在 

高井戸警察署 

事故日：平成３０年１２月３日 

場 所：杉並区久我山二丁目 

 

・中学校サッカー部の活動中、蹴っ

たボールが防球ネットを超えてし

まい、隣家（駐在所）のカーポート

屋根を突き破る損害を与えた。 

 

（教育委員会事務局） 

２３９，７６０円 

平成３１年４月３０日 

５ 

杉並区久我山 

三丁目在住 

個人 

事故日：平成３１年４月１８日 

場 所：杉並区阿佐谷南一丁目 

 

・区役所西棟玄関前で選挙用のぼり 

旗の設置作業中、被害者の足がポ

ール部分に引っかかり転倒、所持

していた携帯電話の画面を破損さ

せた。 

 

           （総務部） 

１９，２２４円 

令和元年５月７日 

６ 

杉並区成田西 

二丁目在住 

個人 

事故日：平成３１年３月７日 

場 所：杉並区浜田山四丁目 

 

・可燃ごみ収集作業中、清掃車から

落ちたごみが被害者の所持してい

た携帯電話に当たり落下、画面を

破損させた。 

 

           （環境部） 

１８，１４４円 

令和元年５月１５日 



７ 

杉並区成田東 

四丁目所在 

法人 

事故日：平成３１年３月２７日 

場 所：杉並区成田東四丁目 

 

・区役所分庁舎の外壁に取り付けて

あった通気用配管が腐食し、一部

が５階部分から落下、隣地マンシ

ョンのフェンスの一部を破損させ

た。 

 

           （総務部） 

１３８，２４０円 

令和元年６月７日 

８ 

杉並区方南 

二丁目所在 

法人 

事故日：平成３１年４月１２日 

場 所：杉並区方南二丁目 

 

・保育園の調理場の衛生巡回中、マ

ンション敷地内に自転車を停めた

ところバランスを崩して自転車が

倒れ、外灯のガラスカバーを破損

させた。 

 

 （杉並保健所） 

６，１５６円 

令和元年６月１２日 

 


